令和8年（2026年）1月13日

宝塚市　総務部　人権平和・男女共同参画課　
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１　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡとは

宝塚市では、すべての人が性別にとらわれず、個性や能力を発揮していきいきと暮らせるまちをめざし、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めてきました。
今回策定する「ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」は、令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの5年間を計画期間とし、第２次宝塚市男女共同参画プランの取組をさらに発展・充実させるための新たな指針となるものです。
このプランでは、「ジェンダー平等が浸透したまちづくり」「性別にとらわれず誰もが活躍できる環境づくり」「誰もが安心して暮らせる社会の実現」という３つの基本目標のもと、多様な生き方が尊重され、互いに支え合える社会をめざします。
２　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ策定の経過

　　本プランの策定にあたり、令和７年（２０２５年）６月に宝塚市男女共同参画推進審議会に計画策定に関する諮問を行いました。これを受けて、宝塚市男女共同参画推進審議会において令和７年（２０２５年）８月～令和７年（２０２５年）１０月に３回の審議を実施しました。本パブリック・コメントの意見を踏まえて、令和８年（２０２６年）３月に宝塚市男女共同参画推進審議会から市長に答申をする予定です。

　　宝塚市男女共同参画推進審議会は知識経験者７名、公募による市民３名の計１０名で構成されています。委員名簿は別添のとおりです。

３　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡのポイント

　(１)　趣旨・目的・背景

男女共同参画社会基本法制定から２６年が経過し、女性の職業参画や役員の割合増加など、着実な成果が見られます。
しかし、性別による固定的な役割分担意識や地域社会での男女間の意識の違いは依然として存在し、解消への努力が引き続き求められています。
本プランは、こうした課題に対応し、環境整備と社会全体での取り組みを進めることを目的としています。すべての人が自分らしく生きられる社会をめざして、宝塚市として必要な方向性を明らかにしています。
　(２)　考え方・論点

本プランでは、「男女共同参画」はすべての市民に関わる課題と捉え、性別による差別や不平等をなくすだけでなく、誰もが尊重され、多様な生き方が選択できる社会づくりをめざしています。
４　意見募集の目的

　　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ策定の趣旨や内容等について、広く公表し、計画に市民の皆様からの意見を反映するため、意見募集を行います。

　　なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。
①　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡに対する意見募集について
②　別紙「意見提出用紙」
③　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡの概要
④　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ
５　ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡの公表方法について

　　パブリック・コメントの計画書（案）の概要版・本編は、市ホームページ及び市の窓口にて公表しています。

　（１）　市ホームページ（https://www.city.takarazuka.hyogo.jp）
　　　　ア　総務部人権平和・男女共同参画課のページ
　　　　イ　トップページから「ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」で検索するか、または「検索用ID：1061410」を入力し検索することもできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（２）　市の窓口
　　　　　市役所人権平和・男女共同参画課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション及び男女共同参画センター、各図書館、中央公民館、西公民館、各人権文化センター、国際文化センターで公表しています。
　
６　意見の募集期間

　　令和8年（2026年）1月13日（火）から令和8年（2026年）2月13日（金）まで

７　意見の提出方法

　　別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出してください。任意の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用紙」に記載のある項目（お名前、住所、電話番号等）すべてを明記してください。
　　意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）が分かるように記載してください。
　　提出方法は、市役所人権平和・男女共同参画課への提出・郵送・ファクシミリ・電子メール・インターネット回答のいずれかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の場合は、令和8年（2026年）2月13日（金）必着とします。

　　正確な聴き取りができずご意見を取り違える可能性がありますので、電話などによる口頭での意見提出はできません。
　　
８　提出先・問い合わせ先

　　〒665-8665（住所記載不要）
宝塚市役所　総務部人権平和・男女共同参画課
　　　電話番号　　　　　　０７９７－７７－９１００（直通）
　　　ファクシミリ　　　　０７９７－７７－２１７１
　　　電子メールアドレス　m-takarazuka0018@city.takarazuka.lg.jp
　　　※　宝塚市役所総務部人権平和・男女共同参画課は、宝塚市東洋町１番１号
　　　※　宝塚市役所本庁舎3階です。
９　意見の公表について
　　お名前、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただいた意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそれのある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の考え方とともに市ホームページで公表するほか、市役所人権平和・男女共同参画課（3階）、市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション及び男女共同参画センター等で配布します。

　　なお、提出いただいた意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。

１０　個人情報等の取扱について
　　　お名前、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切使用、提供しません。
ジェンダー平等と共生のまちＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ（案）への意見募集について


（第３次宝塚市男女共同参画プラン）





　　　　　　　　　　　　　　　　





二次元コード








インターネット


回答フォーム








